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第１章 アンケート調査の概要 

１ 調査の目的 

本調査は、吹田市内の事業所における労働条件・雇用条件等を把握し、今後の労働福祉行政推進

のための基礎資料とすることを目的とします。 

 

２ 実施概要 

◼ 調査対象：吹田市内にある 1,000 事業所 

◼ 抽出方法：「令和４年度経済センサス‐基礎調査」の調査票情報から無作為抽出 

◼ 調査方法：郵送配布、郵送またはＷＥＢ回収 

◼ 調査期間：令和６年９月 27 日（金）～令和６年 10 月 31 日（木） 

 

３ 回収結果 

配布数(うち宛先不明の返却) 回答数(うちＷＥＢ) (うち有効数) (うち無効数) 有効回答率 

1,000 件(65 件) 328 件(151 件) 325 件 ３件 34.8％ 

※ 「有効回答率」＝「有効数」÷(「配布数」－「宛先不明の返却」)×100 

 

４ 報告書の見方 

◼ 図中のｎ（Number of case）は、設問に対する有効回答数のことです。 

◼ 集計結果は、各設問の有効回答のみを扱っているため、回答数は設問毎に異なります。 

◼ 回答比率（％）は無回答を除いた回答者数（ｎ）を 100％として算出し、小数点以下第２位を四

捨五入して表示しました。四捨五入の結果、内訳の合計が計に一致しないことがあります。また、

１つの事業所に複数の回答を求める設問では、回答比率（％）の計は 100.0％を超えることがあ

ります。 

◼ 図表中の「ＭＡ％」（Multiple Answer の略）という表示は、複数回答形式の設問（回答選択の中

から「該当するもの全てに〇」をする形式の設問）です。 

◼ 図表中においての「無回答」は、回答されていない、または回答の判別が困難なものです。 

◼ 本調査結果を分析するための比較対象として、令和３年度（2021 年度）労働事情調査（「令和３

年度調査」と表記）を参考としました。 
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５ 回答事業所の概要 

◼ 業種 

 
 

◼ 地域別業種 
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◼ 事業所区分 

 

 

◼ 事業所全体の従業員数 
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第２章 アンケート調査結果 

１ 従業員の有無 

問１ 貴事業所に従業員はいますか？ １つに〇 

従業員の有無については、「いる」が 64.1％、「いない」が 35.9％となっています。 

【図１ 従業員の有無】 

 

 

２ 従業員の人数 

〈問２～問 34 は問１で「いる」を選択した方におたずねします。〉 

問２ 事業所における従業員の人数をそれぞれ教えてください。 数字を記入 

（ⅰ）従業員の雇用割合 

従業員の雇用割合については、 「正社員以外」が 51.3％で最も高く、次いで「正社員」が 47.8％、

「その他」が 0.9％と続いています。 

【図２ 従業員の雇用割合】 
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（ⅱ）従業員の男女比 

従業員の男女比については、正社員では「男性」が 60.1％、「女性が」39.9％となっています。

正社員以外では、「男性」が 24.9％、「女性」が 75.1％となっています。 

【図３ 従業員の男女比】 

 

 
  

60.1

79.1

74.2

24.9

18.2

71.2

59.4

39.9

20.9

25.8

75.1

81.8

28.8

40.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

正社員

（n=1,766）

うち管理者

（n=311）

うち係長相当職

（n=163）

正社員以外

（n=1,573）

うちパート・アルバイト

（n=1,683）

うち契約社員

（n=73）

その他

（n=32）

男性 女性

(n=163)

正社員

(n=1,766)

(n=311)

(n=1,573)

(n=1,683)

(n=73)

その他

(n=32)

合計 男性 女性
うち

高齢者
うち

障がい者
うち

外国人

5,601 2,196 3,405 1,092 59 108

1,766 1,061 705 136 19 11

311 246 65 32 2 2

163 121 42 9 1 4

1,573 391 1,182 446 18 35

1,683 306 1,377 445 17 51

73 52 21 23 2 0

32 19 13 1 0 5

うち管理職

うち管理職係長相当職

うちパート・アルバイト

うち契約社員

正社員以外

その他

従業員全体

正社員

(人) 



7 

３ 新規採用状況 

問３ 
令和５年度（令和５年４月～令和６年３月）の新規採用状況等

について教えてください。 
１つに〇 

新規採用状況については、 「採用した」が 40.6％、 「採用しなかった」が 59.4％となっています。 

【図４ 新規採用状況】 

 

 

４ 採用人数 

〈問３で「採用した」を選択した方におたずねします。〉 

問３－１ 採用人数をそれぞれ教えてください。 数字を記入 

（ⅰ）採用人数の割合 

採用人数の割合については、 「大学卒」が 28.5％で最も高く、次いで「高校卒」が 27.5％、 「上記

１～４以外」が 24.3％と続いています。 

【図５ 採用人数の割合】 
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（ⅱ）採用者の男女比 

採用者の男女比については、 「男性」割合では、「中学卒」が 69.2％で最も高く、次いで「高校卒」

が 59.5％、「大学卒」が 49.4％と続いています。「女性」割合では、「高専/短大卒」が 78.7％で最

も高く、次いで「上記①～④以外」が 60.8％、「大学卒」が 50.6％と続いています。 

【図６ 採用者の男女比】 
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５ 採用しなかった理由 

〈問３で「採用しなかった」を選択した方におたずねします。〉 

問３―２ 採用しなかった理由を教えてください。 
該当するもの

全てに〇 

採用しなかった理由については、「現状維持のため」が 67.3％で最も高く、次いで「募集したが

採用に至らなかったため」が 20.6％、「業績不振等の経営状況のため」が 7.5％と続いています。 

【図７ 採用しなかった理由】 

 

６ 採用方法 

問４ 貴事業所での従業員の採用方法について教えてください。 
該当するもの

全てに〇 

採用方法については、「求人ＷＥＢサイトを通じて」が 37.1％で最も高く、次いで「公共職業安

定所を通じて」が 32.0％、「その他」が 30.3％と続いています。 

【図８ 採用方法】 
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７ 従業員不足の状況 

問５ 貴事業所では、人手が不足していますか。 １つに〇 

従業員不足の状況については、 「不足している」が 42.9％、 「不足していない」が 57.1％となって

います。 

【図９ 従業員不足の状況】 

 

 

８ 不足している従業員の人数 

〈問５で「不足している」を選択した方におたずねします。〉 

問５－１ 貴事業所の不足している従業員の人数を教えてください。 数字を記入 

不足している従業員については、「正社員」が 50.7％、 「正社員以外」が 49.3％となっています。 

【図 10 不足している従業員】 

 
  

実数 平均

正社員 154.5 2.38
正社員以外 150.5 2.89

(人) 

※「２～３人」など幅のある回答は中央値

を実数として計算した 
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９ 従業員不足の理由 

〈問５で「不足している」を選択した方におたずねします。〉 

問５－２ 
貴事業所の人手不足の原因として考えられる理由を教えてく

ださい。 

該当するもの

全てに〇 

従業員不足の理由については、「応募者が集まらないため」が 64.1％で最も高く、次いで「希望

する人材からの応募がないため」が 57.7％、 「採用してもすぐに辞めてしまうため」が 34.6％と続

いています。 

【図 11 従業員不足の理由】 

 

10 従業員不足への対策 

問６ 人手不足への対策として行っているものを教えてください。 
該当するもの

全てに〇 

従業員不足への対策については、「給与や福利厚生の見直し」が 46.1％で最も高く、次いで「対

策は行っていない」が 35.4％、「職場環境の改善」が 32.0％と続いています。 

【図 12 従業員不足への対策】 
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11 吹田市在住の従業員数 

問７ 
貴事業所の従業員の中で、吹田市内在住の従業員数を教えてく

ださい。 
数字を記入 

吹田市在住の従業員の割合については、 「正社員」が 41.1％、「正社員以外」が 58.9％となってい

ます。 

【図 13 吹田市在住の従業員の割合】 

 

 

12 従業員が吹田市在住であることへの重要度 

問８ 
貴事業所では、従業員の採用にあたり吹田市内在住であること

をどの程度重視されていますか。 
１つに〇 

従業員が吹田市在住であることへの重要度については、 「全く重視しない」が 32.8％で最も高く、

次いで「あまり重視しない」が 29.4％、「ある程度重視する」が 25.6％と続いています。 

【図 14 従業員が吹田市在住であることへの重要度】 

 

 

  

実数 平均

正社員 469 3.01
正社員以外 672 4.87

(人) 
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13 障がい者雇用の有無 

問９ 障がい者を雇用していますか。 １つに〇 

障がい者の雇用の有無については、「過去も現在も雇用していない」が 82.9％で最も高く、次い

で「現在雇用しており、事業所に配属されている」が 9.4％、 「過去に雇用していたが、現在は雇用

していない」が 5.5％と続いています。 

【図 15 障がい者の雇用の有無】 

 

 

14 障がい者の雇用人数 

〈問９で「現在雇用しており、事業所に配属されている」を選択した方におたずねします。〉 

問９－１ 障がい者の雇用人数と内訳について教えてください。 数字を記入 

障がい者の雇用割合については、 「身体障がい者」が 75.0％で最も高く、次いで「精神障がい者」

が 20.0％、「知的障がい者」が 2.5％と続いています。 

【図 16 障がい者の雇用割合】 

 
  

実数 平均 実数 平均

身体障がい者 14 1.40 16 2.67
知的障がい者 - - 1 0.33
精神障がい者 4 0.57 4 1.00
その他 - - 1 0.50

正社員 正社員以外

(人) 
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15 障がい者雇用の課題 

問 10 
障がい者雇用を促進するにあたり、課題や問題点となる事項が

あれば教えてください。 

該当するもの

全てに〇 

障がい者雇用の課題については、「設備が整っていない」が 53.8％で最も高く、次いで「どのよ

うな業務を任せればいいかわからない」が 34.9％、 「人員体制が整っていない」が 34.3％と続いて

います。 

【図 17 障がい者雇用の課題】 
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16 幅広い人材採用・募集状況 

問 11 
貴事業所における幅広い人材の採用・募集状況について教えて

ください。 

それぞれ 

１つに〇 

幅広い人材採用・募集状況については、 「積極的に採用したい」の割合では、「ひとり親家庭の人」

が 37.4％で最も高く、次いで「結婚育児などで離職した女性」が 35.6％、「就職氷河期世代」が

19.4％と続いています。 

また、「採用する見込みがない」の割合では、「障がい者」が 64.8％で最も高く、次いで「外国人」

が 60.0％、「ひきこもり経験のある人」が 57.7％と続いています。 

【図 18 幅広い人材採用・募集状況】 
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17 定年退職制の導入 

問 12 

正社員の定年退職制を導入していますか。また、「１.一律定年

制を導入している」を選択した方は、年齢について記入してく

ださい。 

１つに〇 

数字を記入 

（ⅰ）定年退職制の導入の有無 

定年退職制の導入の有無については、「導入していない」が 54.3％で最も高く、次いで「一律定

年制を導入している」が 42.9％、「その他」が 2.7％と続いています。 

【図 19 定年退職制の導入の有無】 

 

 

＜令和３年度調査との比較＞ 

令和３年度調査と比較すると、「一律定年制を導入している」が 6.8 ポイント増加してお

り、「導入していない」が 7.9 ポイント減少しています。 

【図 20 令和３年度調査との比較 定年退職制の導入の有無】 

 

※令和３年度調査の項目にある「わからない」を除いて再集計 
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（ⅱ）定年年齢 

定年年齢については、「60 歳」が 54.1％で最も高く、次いで「61～65 歳」が 40.5％、 「66～70 歳」

が 4.1％と続いています。 

【図 21 定年年齢】 

 
  



18 

18 定年退職後の制度の有無 

〈問 12 で「一律定年制を導入している」を選択した方におたずねします。〉 

問 12－１ 

貴事業所を定年退職した正社員に対する制度はありますか。ま

た、「１」または「２」を選択した方は、年齢について記入して

ください。 

該当するもの

全てに〇 

数字を記入 

定年退職後の制度の有無については、「再雇用制度」が 56.4％で最も高く、次いで「勤務延長制

度」が 33.3％、「特にない」が 17.9％と続いています。 

【図 22 定年退職後の制度の有無】 

 
 

＜令和３年度調査との比較＞ 

令和３年度調査と比較すると、 「再雇用制度」が 37.8 ポイント増加しており、「特にない」

が 51.3 ポイント減少しています。 

【図 23 令和３年度調査との比較 定年退職後の制度の有無】 

 
※令和３年度調査の項目にある「わからない」を除いて再集計 

※令和３年度調査では「一律定年制を導入していない」を回答した事業所も含む 
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19 一律定年制を導入していない理由 

〈問 12 で「導入していない」を選択した方におたずねします。〉 

問 12－２ 一律定年制を導入していない理由を教えてください。 
該当するもの

全てに〇 

一律定年制を導入していない理由については、「その他」が 28.1％で最も高く、次いで「労働環

境の整備が整っていないため」が 27.1％、「社員が一律定年制の導入を希望していないため」が

26.0％と続いています。 

また、「その他」の内容については、「正社員がいないため」、「家族経営のため」、「本人の希望を

優先するため」などの意見がありました。 

【図 24 一律定年制を導入していない理由】 
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20 労働条件を明示した書面交付の有無 

問 13 

労働契約・雇用契約の締結に際し、従業員に対して賃金、労働

時間、休暇、休日、時間外労働の有無、就業場所などの労働条

件を明示し、書面を交付していますか。 

１つに〇 

労働条件を明示した書面交付の有無については、「労働条件全般を明示した労働条件通知書を交

付している」が 52.2％で最も高く、次いで「口頭で明示し、一部は書面を交付している」が 19.6％、

「口頭で明示し、書面は交付していない」が 17.4％と続いています。 

【図 25 労働条件を明示した書面交付の有無】 

 

 

＜令和３年度調査との比較＞ 

令和３年度調査と比較すると、「労働条件全般を明示した労働条件通知書を交付している」

が 12.9 ポイント増加しており、「明示していない」が 4.2 ポイント減少しています。 

【図 26 令和３年度調査との比較 労働条件を明示した書面交付の有無】 
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21 就業規則への勤務時間・休憩時間制定の有無 

問 14 就業規則で勤務時間や休憩時間を定めていますか。 １つに〇 

就業規則への勤務時間・休憩時間制定の有無については、「定めている」が 70.5％で最も高く、

次いで「制定義務対象外」が 25.1％、「その他」が 4.4％と続いています。 

【図 27 就業規則への勤務時間・休憩時間制定の有無】 

 

 

＜令和３年度調査との比較＞ 

令和３年度調査と比較すると、「定めている」が 12.1 ポイント増加しており、「制定義務

対象外」が 12.1 ポイント減少しています。 

【図 28 令和３年度調査との比較 就業規則への勤務時間・休憩時間制定の有無】 
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22 就業規則で制定している労働時間・休憩時間 

〈問 14 で「定めている」を選択した方におたずねします。〉 

問 14―１ 就業規則で定めている労働時間と休憩時間を教えてください。 数字を記入 

（ⅰ）１週間あたりの所定労働時間 

１週間あたりの所定労働時間については、 「40 時間」が 60.2％で最も高く、次いで「35～40 時間

未満」が 19.5％、「30時間未満」「それ以上」が 8.1％と続いています。 

【図 29 １週間あたりの所定労働時間】 

 

 

（ⅱ）１日あたりの所定労働時間 

１日あたりの所定労働時間については、 「８時間」が 61.0％で最も高く、次いで「7.5～８時間未

満」が 13.0％、「７～7.5 時間未満」が 10.6％と続いています。 

【図 30 １日あたりの所定労働時間】 
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（ⅲ）１日あたりの休憩時間 

１日あたりの休憩時間については、 「60 分」が 59.7％で最も高く、次いで「それ以上」が 10.9％、

「45 分未満」が 10.1％と続いています。 

【図 31 １日あたりの休憩時間】 
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23 労働時間の把握・記録の有無 

問 15 従業員が働いた実際の労働時間を把握し、記録していますか。 １つに〇 

労働時間の把握・記録の有無については、「把握し、記録している」が 82.2％で最も高く、次い

で「把握しているが、記録していない」が 14.1％、「把握していない」が 2.2％と続いています。 

【図 32 労働時間の把握・記録の有無】 

 

 

＜令和３年度調査との比較＞ 

令和３年度調査と比較すると、「把握し、記録している」が 4.7 ポイント増加しており、

「把握していない」が 2.0 ポイント減少しています。 

【図 33 令和３年度調査との比較 労働時間の把握・記録の有無】 
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24 労働組合の有無 

問 16 労働組合等はありますか。 １つに〇 

労働組合の有無については、 「ない」が95.1％で最も高く、次いで「社員代表団体がある」が2.7％、

「労働組合がある」が 1.6％と続いています。 

【図 34 労働組合の有無】 

 

 

＜令和３年度調査との比較＞ 

令和３年度調査と比較すると、「労働組合がある」が 0.3 ポイント増加しており、「ない」

が 1.4 ポイント減少しています。 

【図 35 令和３年度調査との比較 労働組合の有無】 
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25 パートタイム労働者の有無 

問 17 貴事業所には、パートタイム労働者がいますか。 １つに〇 

パートタイム労働者の有無については、 「いる」が 58.4％、「いない」が 41.6％となっています。 

【図 36 パートタイム労働者の有無】 

 

 

26 パートタイム労働者の就業規則 

〈問 17 で「いる」を選択した方におたずねします。〉 

問 17―１ 
パートタイム労働者の就業規則は正社員の就業規則に準じて

いますか。 
１つに〇 

パートタイム労働者の就業規則については、「正社員に準じている」が 48.5％で最も高く、次い

で「専用の就業規則がある」が 38.6％、「その他」が 12.9％と続いています。 

【図 37 パートタイム労働者の就業規則】 
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27 パートタイム労働者と正社員の労働条件 

〈問 17 で「いる」を選択した方におたずねします。〉 

問 17―２ 
パートタイム労働者と正社員の労働条件について教えてくだ

さい。 

該当するもの

全てに〇 

パートタイム労働者と正社員の労働条件については、「パートタイム労働者に賞与・一時金を支

給することがある」が 49.5％で最も高く、次いで「パートタイム労働者にも、時間比例で、年次有

給休暇を適用している」が 42.1％、「同一職務に従事するパートタイム労働者と正社員で時間当た

り給与に格差はほとんどない」が 34.7％と続いています。 

【図 38 パートタイム労働者と正社員の労働条件】 
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28 男女均等雇用・労働機会及び女性従業員の能力を活用するための取組状況 

問 18 

実質的な男女の均等な雇用・労働機会及び女性従業員の能力を

活用するため取り組んでいる、又は検討していることはありま

すか。 

それぞれ 

１つに〇 

男女均等雇用・労働機会及び女性従業員の能力を活用するための取組状況については、「取り組

んでいる」の割合では、「仕事と家庭の両立に向けた制度づくり」が 41.6％で最も高く、次いで「研

修による意識改革」が 26.5％、「女性が少ない職種に女性を積極的に採用・配置」「昇進・昇格基準

の明確化」が 23.8％と続いています。 

また、「取り組んでいない」の割合では、「機会均等推進責任者の選任」が 61.4％で最も高く、次

いで「女性が少ない職種に女性を積極的に採用・配置」が 57.0％、「昇進・昇格基準の明確化」が

51.2％と続いています。 

【図 39 男女均等雇用・労働機会及び女性従業員の能力を活用するための取組状況】 
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29 ハラスメント防止のための取組状況 

問 19 
各種ハラスメントを防止するため取り組んでいる、又は検討し

ていることはありますか。 

それぞれ 

１つに〇 

ハラスメント防止のための取組状況については、 「取り組んでいる」の割合では、「事実関係の確

認を行い、迅速に適切な措置を取る体制」が 32.7％で最も高く、次いで「相談のための窓口もしく

は制度を定め、従業員への周知」が 27.9％、「就業規則等に防止策を取りまとめ、事務所内への周

知」が 26.5％と続いています。 

また、「取り組んでいない」の割合では、「従業員を対象とした啓発のための研修」が 51.7％で最

も高く、次いで「管理職を対象とした啓発のための研修」が 51.4％、「カスタマーハラスメントに

対する行動指針等の策定」が 47.1％と続いています。 

【図 40 ハラスメント防止のための取組状況】 
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30 メンタルヘルスケアへの取組状況 

問 20 メンタルヘルスケアに取り組んでいますか。 
該当するもの

全てに〇 

メンタルヘルスケアへの取組状況については、「取り組んでいない」が 68.4％で最も高く、次い

で「相談対応窓口の整備」が 16.4％、「職場復帰における支援」が 7.9％と続いています。 

【図 41 メンタルヘルスケアへの取組状況】 

 

 

＜令和３年度調査との比較＞ 

令和３年度調査と比較すると、「相談対応窓口の整備」が 5.9 ポイント増加し、「取り組ん

でいない」が 6.6 ポイント減少しています。 

【図 42 令和３年度調査との比較 メンタルヘルスケアへの取組状況】 
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31 女性活躍推進法への取組状況 

問 21 
女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画」の策定状況に

ついてお答えください。 
１つに〇 

女性活躍推進法への取組状況については、 「特に行っていない」が 93.4％で最も高く、次いで「対

策を準備中である」が 4.4％、「既に提出済みである」が 2.2％と続いています。 

【図 43 女性活躍推進法への取組状況】 

 

 

32 就業規則への育児・介護休業制度明文化の有無 

問 22 育児・介護休業制度を就業規則等に明文化していますか。 
それぞれ 

１つに〇 

就業規則への育児・介護休業制度明文化の有無については、 「明文化している」の割合では、「育

児休業制度」が 46.3％で最も高く、次いで「介護休業制度」が 39.4％、「子の看護休暇」が 32.7％

と続いています。 

【図 44 就業規則への育児・介護休業制度明文化の有無】 

 

 

46.3

39.4

32.7

53.7

60.6

67.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

① 育児休業制度

（n=175）

② 介護休業制度

（n=175）

③ 子の看護休暇

（n=171）

明文化している 明文化していない



32 

33 育児・介護休業制度を就業規則に明文化していない理由 

〈問 22 で「明文化していない」を選択した方におたずねします。〉 

問 22―１ 明文化していない理由を教えてください。 
該当するもの

全てに〇 

育児・介護休業制度を就業規則に明文化していない理由については、 「制度の対象者がいない・少

ないため」が 80.0％で最も高く、次いで「制度の内容をあまり理解していないため」が 19.1％、

「就業規則改定の余力がなく後回しになっているため」が 15.7％と続いています。 

【図 45 育児・介護休業制度を就業規則に明文化していない理由】 

 

 

34 育児・介護休業制度の利用の有無 

問 23 
令和５年度（令和５年４月～令和６年３月）において育児・介

護休業制度の利用はありましたか。 
１つに〇 

育児・介護休業制度の利用の有無については、 「利用があった」が 15.3％、 「利用はなかった」が

84.7％となっています。 

【図 46 育児・介護休業制度の利用の有無】 
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35 育児・介護休業制度と子の看護休暇取得の対象者と利用者 

〈問 23 で「利用があった」を選択した方におたずねします。〉 

問 23―１ 
育児・介護休業制度や子の看護休暇取得の対象者と利用者を教

えてください。 

それぞれ 

数字を記入 

育児・介護休業制度と子の看護休暇取得の対象者と利用者については、以下の通りです。 

【表 1 育児・介護休業制度と子の看護休暇取得の対象者と利用者】 

 

 

 

36 平均年次有給休暇取得率 

問 24 

令和５年度（令和５年４月～令和６年３月）において、貴事業

所の常用労働者一人当たりの平均年次有給休暇取得率を教え

てください。 

１つに〇 

平均年次有給休暇取得率については、 「～～10％」が 28.2％で最も高く、次いで「91～100％」が

20.7％、「71～80％」が 10.3％と続いています。 

【図 47 平均年次有給休暇取得率】 
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37 育児・介護に関する制度の導入の有無 

問 25 育児・介護に関する以下の制度を導入していますか。 
それぞれ 

１つに〇 

（ⅰ）３歳未満の子を養育する従業員 

３歳未満の子を養育する従業員に対しての制度の導入については、 「導入」の割合では、 「短時間

勤務制度」が 41.5％で最も高く、次いで「始業・就業時刻の繰上・繰下」が 39.5％、「所定外労働

の免除」が 31.5％と続いています。 

【図 48 ３歳未満の子を養育する従業員に対しての制度の導入】 

 

（ⅱ）要介護の家族の介護を行う従業員 

要介護の家族の介護を行う従業員に対しての制度の導入については、 「導入」の割合では、「短時

間勤務制度」が 34.8％で最も高く、次いで「始業・就業時刻の繰上・繰下」が 33.3％、「所定外労

働の免除」が 30.2％と続いています。 

【図 49 要介護の家族の介護を行う従業員に対しての制度の導入】 
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38 ワーク・ライフ・バランス推進のための取組状況 

問 26 
ワーク・ライフ・バランス推進のために取り組んでいることを

教えてください。 

該当するもの

全てに〇 

ワーク・ライフ・バランス推進のための取組状況については、 「特にない」が 41.6％で最も高く、

次いで「年次休暇の取得促進（時間単位取得可等）」が 33.7％、 「業務改善による労働時間（時間外

労働）の短縮」が 32.0％と続いています。 

【図 50 ワーク・ライフ・バランス推進のための取組状況】 

 

＜令和３年度調査との比較＞ 

令和３年度調査と比較すると、「年次休暇の取得促進（時間単位取得可等）」が 9.9 ポイン

ト増加しており、「特にない」が 8.4 ポイント減少しています。 

【図 51 令和３年度調査との比較 ワーク・ライフ・バランス推進のための取組状況】 
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39 変形労働時間制等の導入の有無 

問 27 変形労働時間制等を導入していますか。 
該当するもの

全てに〇 

変形労働時間制等の導入の有無については、 「導入していない」が 65.9％で最も高く、次いで「フ

レックスタイム制」が 13.3％、「１か月単位の変形労働時間制」が 11.6％と続いています。 

【図 52 変形労働時間制等の導入の有無】 

 

 

40 定期健康診断の実施の有無 

問 28 労働安全衛生法に基づく定期健康診断を実施していますか。 
それぞれ 

１つに〇 

定期健康診断の実施の有無については、「実施している」の割合では、正社員は 77.8％、正社員

以外は 35.2％となっています。 

【図 53 定期健康診断の実施の有無】 
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41 従業員の健康保持のための取組の有無 

問 29 
従業員の健康保持のために、取り組んでいることはあります

か。 
１つに〇 

従業員の健康保持のための有無については、「ある」が 52.0％、「ない」が 48.0％となっていま

す。 

【図 54 従業員の健康保持のための有無】 
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42 従業員の健康保持のための取組内容 

〈問 29 で「ある」を選択した方におたずねします。〉 

問 29―１ 取り組みの内容について教えてください。 
該当するもの

全てに〇 

従業員の健康保持のための取組内容については、「社内の禁煙・分煙化」が 54.5％で最も高く、

次いで「人間ドックの受診を推奨」が 45.5％、「がん検診の受診を推奨」「適度な運動の推奨」が

27.3％と続いています。 

【図 55 従業員の健康保持のための取組内容】 

 

＜令和３年度調査との比較＞ 

令和３年度調査と比較すると、「食生活の見直しを推奨」が 6.7 ポイント増加しており、

「適度な運動の推奨」が 6.9 ポイント減少しています。 

【図 56 令和３年度調査との比較 従業員の健康保持のための取組内容】 
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43 導入している福利厚生制度 

問 30 導入している福利厚生制度について教えてください。 
該当するもの

全てに〇 

導入している福利厚生制度については、「導入していない」が 57.2％で最も高く、次いで「自社

制度」が 30.6％、「民間の福利厚生制度」が 8.1％と続いています。 

【図 57 導入している福利厚生制度】 

 

 

  

30.6

4.6

8.1

2.9

57.2

0 20 40 60 80

自社制度

吹田市勤労者福祉共済制度

民間の福利厚生制度

奨学金返還支援制度

導入していない

全体（n=173）

(MA%)



40 

44 福利厚生制度の有無 

問 31 
以下の制度はありますか。ある場合、自社と自社以外どちらの

制度ですか。 

それぞれ 

１つに〇 

福利厚生制度の有無については、 あある（（「自社制度」＋「自社以外の制度」）の割合では、「健康

診断、人間ドックの補助」が 64.3％で最も高く、次いで「お祝い金（結婚、出産等）」が 64.0％、

「お見舞金（傷病等）」が 58.4％と続いています。 

【図 58 福利厚生制度の有無】 
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45 福利厚生制度の導入・継続の課題 

問 32 
福利厚生制度の導入や継続にあたり、課題点や問題点となる事

項があれば教えてください。 

該当するもの

全てに〇 

福利厚生制度の導入・継続の課題については、「特にない」が 39.0％で最も高く、次いで「経費

負担が大きい」が 36.0％、「従業員からの要望が少ない」が 30.2％と続いています。 

【図 59 福利厚生制度の導入・継続の課題】 
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46 今後の制度改正への対応の有無 

問 33 
働き方改革関連法など近年や今後の制度改正への対応につい

て教えてください。 

それぞれ 

１つに〇 

今後の制度改正への対応の有無については、 「対応している」の割合では、「年次有給休暇の５日

間取得」が 61.1％で最も高く、次いで「時間外労働の上限規制」が 48.8％、「ハラスメント対応」

が 42.6％と続いています。 

【図 60 今後の制度改正への対応の有無】 
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47 制度改正の際に受けた影響 

〈問 33 で１つでも「対応している」を選択した方におたずねします。〉 

問 33―１ 
制度改正に対応したことで、影響を受けた事項があれば教えて

ください。 

それぞれ 

該当するもの

全てに〇 

（ⅰ）良い影響 

制度改正の際に受けた良い影響については、 「特にない」が 45.1％で最も高く、次いで「ワーク・

ライフ・バランスの向上」が 33.6％、「生産性の向上」が 18.9％と続いています。 

【図 61 制度改正の際に受けた良い影響】 

 

（ⅱ）悪い影響 

制度改正の際に受けた悪い影響については、「特にない」が 57.0％で最も高く、次いで「人件費

の高騰」が 31.4％、「人手不足の深刻化」が 21.5％と続いています。 

【図 62 制度改正の際に受けた悪い影響】 
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48 ベースアップの有無 

問 34 
貴事業所では近年の物価上昇等に伴い、直近３年間でベースア

ップを行いましたか。 
１つに〇 

ベースアップの有無については、 「上がった」が 65.0％で最も高く、次いで「変化なし」が 32.8％、

「下がった」が 2.3％と続いています。 

【図 63 ベースアップの有無】 
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